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経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸出注意事項２０１９第２０号 


輸入注意事項２０１９第５６号  


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「特定手続等に係る申請者の届出について」（平成１２年３月２３日付け輸出注意事項


１２第１２号・輸入注意事項１２第７号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「特定手続等に係る申請者の届出について」の一部改正について 


 


 


「特定手続等に係る申請者の届出について」（平成１２年３月２３日付け輸出注意事項


１２第１２号・輸入注意事項１２第７号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公


布の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「特定手続等に係る申請者の届出について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「特定手続等に係る申請者の届出について」（平成１２年３月２３日付け輸出注意事項１２第１２号・輸入注意事項１２第７号） 


改正後 現行 


３．申請者の届出等 


 （４）申請者届出書の添付書類等 


①～③ （略） 


④返信用封筒（簡易書留により郵送するために必要な額に相当する切手を貼  


付した角形２号の封筒若しくはＡ列４番の書面を折ることなく入れるこ


とのできる封筒に、（１）の届出を行おうとする者の宛先を記入したもの


に限る。）１枚 


３．申請者の届出等 


 （４）申請者届出書の添付書類等 


①～③ （略） 


④返信用封筒（簡易書留により郵送するために必要な額に相当する切手を貼  


付した日本工業規格角形２号の封筒若しくは日本工業規格Ａ列４番の書


面を折ることなく入れることのできる封筒に、（１）の届出を行おうとす


る者の宛先を記入したものに限る。）１枚 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第５９号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「北朝鮮を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びにこれらの調整品を輸入しよう


とする場合の二号承認申請の前の確認申請について」（平成２年６月２２日付け２貿局第


１９４号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「北朝鮮を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びにこれらの調整品


を輸入しようとする場合の二号承認申請の前の確認申請について」の一部改


正について 


 


 


「北朝鮮を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びにこれらの調整品を輸入しよう


とする場合の二号承認申請の前の確認申請について」（平成２年６月２２日付け２貿局第


１９４号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「北朝鮮を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びにこれらの調整品を輸入しようとする場合の二号承認申請の前の確認申請について」の一部を改正する規程新旧対


照表（傍線部分は改正部分） 


 


「北朝鮮を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びにこれらの調整品を輸入しようとする場合の二号承認申請の前の確認申請について」（平成２年６月２２日付け２貿


局第１９４号） 


改正後 現行 


［別紙様式］ 


（略） 


記入要領 


（１）～（１６）（略） 


（注）１ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。 


   ２ （略） 


［別紙様式］ 


（略） 


記入要領 


（１）～（１６）（略） 


（注）１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 


   ２ （略） 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第６０号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「中華人民共和国を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びにこれらの調整品を輸


入しようとする場合の２号承認申請の前の確認申請について」（平成３年４月２２日付け


輸入注意事項３第６号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「中華人民共和国を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びにこれら


の調整品を輸入しようとする場合の２号承認申請の前の確認申請について」


の一部改正について 


 


 


「中華人民共和国を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びにこれらの調整品を輸


入しようとする場合の２号承認申請の前の確認申請について」（平成３年４月２２日付け


輸入注意事項３第６号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から施行す


る。 


 


 


 







別紙 


 


「中華人民共和国を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びにこれらの調整品を輸入しようとする場合の２号承認申請の前の確認申請について」の一部を改正する規


程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「中華人民共和国を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びにこれらの調整品を輸入しようとする場合の２号承認申請の前の確認申請について」（平成３年４月２２日


付け輸入注意事項３第６号） 


改正後 現行 


［別紙様式１］の記入要領 


（１）～（１７）（略） 


（注）１ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。 


   ２ （略）   


［別紙様式１］の記入要領 


（１）～（１７）（略） 


（注）１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 


   ２ （略）   


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第６１号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の（１）に掲げる国又は地域を


除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入しようとする場合の二号


承認申請の前の確認申請について」（平成１６年１２月１日付け平成１６・１１・２２貿


局第２号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の（１）に掲げる国


又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸


入しようとする場合の二号承認申請の前の確認申請について」の一部改正に


ついて 


 


 


「大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の（１）に掲げる国又は地域を


除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入しようとする場合の二号


承認申請の前の確認申請について」（平成１６年１２月１日付け平成１６・１１・２２貿局


第２号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の（１）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入しようとする場合


の二号承認申請の前の確認申請について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「大西洋又は地中海において蓄養された輸入公表三の９の（１）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入しようとする場合の


二号承認申請の前の確認申請について」（平成１６年１２月１日付け平成１６・１１・２２貿局第２号） 


改正後 現行 


（別紙様式） 


（略）   


記入要領 


（１）～（１２）（略） 


（１３）用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。 


（１４）（略）   


（別紙様式） 


（略）   


記入要領 


（１）～（１２）（略） 


（１３）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 


（１４）（略） 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第６２号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「輸入公表三の９の（２）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又


は冷蔵のみなみまぐろを輸入しようとする場合の二号承認申請前の確認申請について」


（平成１７年１２月９日付け平成１７･１２･０２貿局第１号）の一部を改正する規程を次


のとおり制定する。 


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「輸入公表三の９の（２）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地と


する生鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入しようとする場合の二号承認申請


前の確認申請について」の一部改正について 


 


 


「輸入公表三の９の（２）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又


は冷蔵のみなみまぐろを輸入しようとする場合の二号承認申請前の確認申請について」（平


成１７年１２月９日付け平成１７･１２･０２貿局第１号）の一部を別紙の新旧対照表のと


おり改正し、公布の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「輸入公表三の９の（２）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入しようとする場合の二号承認申請前の確認申請につい


て」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「輸入公表三の９の（２）に掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地とする生鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入しようとする場合の二号承認申請前の確認申請につい


て」（平成１７年１２月９日付け平成１７･１２･０２貿局第１号） 


改正後 現行 


（別紙様式） 


（略）   


記入要領 


（１）～（１２）（略） 


（１３）用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。 


（１４）（略）  


（別紙様式） 


（略）   


記入要領 


（１）～（１２）（略） 


（１３）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 


（１４）（略）  


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第６３号  


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について」（平成１９年３月６日


付け輸入注意事項１９第４号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について」の一部改正


について 


 


 


「ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について」（平成１９年３月６日


付け輸入注意事項１９第４号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から


施行する。 


 


 







別紙 


 


「ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第４号） 


改正後 現行 


５ その他の事項 


（１）～（７） （略） 


（８）１の（２）の⑤により輸入する場合であって、申請の際に提出した移動動物


園、サーカス、動物展、植物展その他の移動する展示会の内容を説明する書類


（別紙様式６）に記載された事項を変更する場合には、以下により内容変更を


行わなければならない。 


 ① 提出書類 


  イ） （略） 


  ロ）当該内容変更に係る理由書（Ａ列４番、様式任意）１通 


  ハ）～ホ） （略） 


 ② （略） 


（９） （略） 


（１０）（９）の延長を行う場合は、申請の際に提出した移動動物園、サーカス、


動物展、植物展その他の移動する展示会の内容を説明する書類（別紙様式


６）に記載された再輸出予定日について、以下により内容変更を行わなけれ


ばならない。 


 ① （略） 


 ② 提出書類 


  イ） （略） 


  ロ）当該内容変更に係る理由書（Ａ列４番、様式任意）１通 


  ハ）～ト） （略） 


５ その他の事項 


（１）～（７） （略） 


（８）１の（２）の⑤により輸入する場合であって、申請の際に提出した移動動物


園、サーカス、動物展、植物展その他の異動する展示会の内容を説明する書類


（別紙様式６）に記載された事項を変更する場合には、以下により内容変更を


行なうわなければならない。 


 ① 提出書類 


  イ） （略） 


  ロ）当該内容変更に係る理由書（Ａ４判、様式任意）１通 


  ハ）～ホ） （略） 


 ② （略） 


（９） （略） 


（１０）（９）の延長を行う場合は、申請の際に提出した移動動物園、サーカス、


動物展、植物展その他の移動する展示会の内容を説明する書類（別紙様式


６）に記載された再輸出予定日について、以下により内容変更を行なわなけ


ればならない。 


 ① （略） 


 ② 提出書類 


  イ） （略） 


  ロ）当該内容変更に係る理由書（Ａ４判、様式任意）１通 


  ハ）～ト） （略） 







 ③ （略） 


 


［別紙様式１］   


輸 入 承 認 申 請 説 明 書 


（略） 


（注）１．この用紙の大きさは、Ａ列４番とします。 


   ２.（略） 


 


［別紙様式２］ 


学 術 研 究 用 の 使 用 誓 約 書 


（略） 


（注）１．・２.（略） 


   ３．この用紙の大きさは、Ａ列４番とします。 


 


［別紙様式３］ 


輸 入 状 況 報 告 書 


（略） 


（注）１．（略）  


   ２．この用紙の大きさは、Ａ列４番とします。 


 


［別紙様式４］ 


引  渡  報  告  書 


（略） 


（注）１．（略）  


   ２．この用紙の大きさは、Ａ列４番とします。 


 


 ③ （略） 


 


［別紙様式１］   


輸 入 承 認 申 請 説 明 書 


（略） 


（注）１．この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 


   ２.（略） 


 


［別紙様式２］ 


学 術 研 究 用 の 使 用 誓 約 書 


（略） 


（注）１．・２.（略） 


   ３．この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 


 


［別紙様式３］ 


輸 入 状 況 報 告 書 


（略） 


（注）１．（略）  


   ２．この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 


 


［別紙様式４］ 


引  渡  報  告  書 


（略） 


（注）１．（略）  


   ２．この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 


 







［別紙様式５］ 


輸 入 申 請 手 続 代 行 証 明 書 


（略） 


（注）この用紙の大きさは、Ａ列４番とします。 


 


［別紙様式６］ 


移動動物園、サーカス、動物展、植物展その他の移動する展示会の内容証明書 


（略） 


（注）この用紙の大きさは、Ａ列４番とします。 


［別紙様式５］ 


輸 入 申 請 手 続 代 行 証 明 書 


（略） 


（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 


 


［別紙様式６］ 


移動動物園、サーカス、動物展、植物展その他の移動する展示会の内容証明書 


（略） 


（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第６４号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「ワシントン条約に基づく輸入許可書の申請手続等について」（平成１１年２月１日付


け輸入注意事項１１第１号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「ワシントン条約に基づく輸入許可書の申請手続等について」の一部改正に


ついて 


 


 


「ワシントン条約に基づく輸入許可書の申請手続等について」（平成１１年２月１日付


け輸入注意事項１１第１号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から施


行する。 


 


 


 







別紙 


 


「ワシントン条約に基づく輸入許可書の申請手続等について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「ワシントン条約に基づく輸入許可書の申請手続等について」（平成１１年２月１日付け輸入注意事項１１第１号） 


改正後 現行 


別紙様式（１） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


 


別紙様式（２） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


 


別紙様式（３） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


別紙様式（１） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


 


別紙様式（２） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


 


別紙様式（３） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


（お知らせ）「輸入貿易管理令に基づく承認を要しないワシントン条約附属書に掲げる


種に属する動植物等に係る輸入許可書の申請手続等について」（平成２１年５月２１日付


け）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


（お知らせ）「輸入貿易管理令に基づく承認を要しないワシントン条約附属


書に掲げる種に属する動植物等に係る輸入許可書の申請手続等について」の


一部改正について 


 


 


（お知らせ）「輸入貿易管理令に基づく承認を要しないワシントン条約附属書に掲げる


種に属する動植物等に係る輸入許可書の申請手続等について」（平成２１年５月２１日付


け）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


（お知らせ）「輸入貿易管理令に基づく承認を要しないワシントン条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る輸入許可書の申請手続等について」の一部を改正する規程


新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


（お知らせ）「輸入貿易管理令に基づく承認を要しないワシントン条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る輸入許可書の申請手続等について」（平成２１年５月２１日


付け） 


改正後 現行 


別紙様式（１) 


絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国


許可・証明（申請）書   


（略） 


（注） 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


    


別紙様式（２) 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


 


別紙様式（３) 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


 


別紙様式（４) 


輸 入 許 可 申 請 説 明 書 


（略） 


（注）１．この用紙の大きさは、Ａ列４番とします。 


   ２．（略） 


別紙様式（１)  


絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国


許可・証明（申請）書   


（略） 


（注） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


    


別紙様式（２) 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


 


別紙様式（３) 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


 


別紙様式（４) 


輸 入 許 可 申 請 説 明 書 


（略） 


（注）１．この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 


   ２．（略） 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第６５号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「火薬類の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第７号）


の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「火薬類の輸入の承認について」の一部改正について 


 


 


「火薬類の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第７号）の


一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「火薬類の輸入の承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「火薬類の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第７号） 


改正後 現行 


［別紙様式１］ 


（略） 


記入上の注意事項 


１.～５.（略） 


６．用紙の大きさはＡ列４番とします。 


 


［別紙様式２］ 


年  月  日 


原 本 誓 約 書 


（略） 


記入上の注意事項 
１.・２.（略） 


   ３．用紙の大きさはＡ列４番とします。 


［別紙様式１］ 


（略） 


記入上の注意事項 


１.～５.（略） 


６．用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とします。 


 


［別紙様式２］ 


年  月  日 


原 本 誓 約 書 


（略） 


記入上の注意事項 
１.・２.（略） 
３．用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とします。 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第６６号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認につい


て」（平成１９年３月７日付け輸入注意事項１９第８号）の一部を改正する規程を次のと


おり制定する。 


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の


承認について」の一部改正について 


 


 


「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認について」


（平成１９年３月７日付け輸入注意事項１９第８号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり


改正し、公布の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認について」（平成１９年３月７日付け輸入注意事項１９第８号） 


改正後 現行 


［別紙様式１］ 


機械類輸入承認申請明細書 


（略） 


記入上の注意事項 


 １～４ （略） 


 ５ 用紙の大きさはＡ列４番とします。 


 


［別紙様式２］ 


明  細  書 


（略） 


記入上の注意事項 
 １～３ （略） 
 ４ 用紙の大きさはＡ列４番とします。 
 


［別紙様式３］ 


 年 月 日 


原 本 誓 約 書 


（略） 


記入上の注意事項 
 １～２ （略） 
 ３ 用紙の大きさはＡ列４番とします。 


［別紙様式１］ 


機械類輸入承認申請明細書 


（略） 


記入上の注意事項 


 １～４ （略） 


 ５ 用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とします。 


 


［別紙様式２］ 


明  細  書 


（略） 


記入上の注意事項 
 １～３ （略） 
 ４ 用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とします。 
 


［別紙様式３］ 


 年 月 日 


原 本 誓 約 書 


 （略） 


記入上の注意事項 
 １～２ （略） 
 ３ 用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とします。 







 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第６７号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第２条第３項に規定する特定物質


の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第９号）の一部を改


正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第２条第３項に規定


する特定物質の輸入の承認について」の一部改正について 


 


 


「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第２条第３項に規定する特定物質


の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第９号）の一部を別紙


の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第２条第３項に規定する特定物質の輸入の承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第２条第３項に規定する特定物質の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第９号） 


改正後 現行 


別紙１ 


特定物質譲渡し関係事項記載書 


（略） 


 備考 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。 


 


別 紙２ 


特定物質使用許可番号記載書 


（略） 


 備考 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。 


別紙１ 


特定物質譲渡し関係事項記載書 


（略） 


 備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 


 


別 紙２ 


特定物質使用許可番号記載書 


（略） 


 備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第５７号  


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について」（平成１２年３月３１


日付け輸出注意事項１２第１５号・輸入注意事項１２第８号）の一部を改正する規程を次


のとおり制定する。 


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について」の一部改正


について 


 


 


「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について」（平成１２年３月３１


日付け輸出注意事項１２第１５号・輸入注意事項１２第８号）の一部を別紙の新旧対照表


のとおり改正し、公布の日から施行する。  


 


 


 







別紙 


 


「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について」（平成１２年３月３１日付け輸出注意事項１２第１５号・輸入注意事項１２第８号） 


改正後 現行 


〔別紙様式第１０〕 


輸入公表三の７に基づく貨物（冷凍のかに）輸入に関する確認書 


（略） 


   （注）１～６ （略） 


      ７ 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


〔別紙様式第１０〕 


輸入公表三の７に基づく貨物（冷凍のかに）輸入に関する確認書 


（略）  


（注）１～６ （略） 


   ７ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第６８号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「廃棄物の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第１０


号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「廃棄物の輸入の承認について」の一部改正について 


 


 


「廃棄物の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第１０号）


の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「廃棄物の輸入の承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「廃棄物の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第１０号） 


改正後 現行 


［別紙］ 


廃棄物の輸入に係る輸入承認申請理由書 


（略） 


（注）用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


［別紙］ 


廃棄物の輸入に係る輸入承認申請理由書 


（略） 


（注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第６９号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「特定有害廃棄物等の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１


９第１１号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「特定有害廃棄物等の輸入の承認について」の一部改正について 


 


 


「特定有害廃棄物等の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１


９第１１号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「特定有害廃棄物等の輸入の承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「特定有害廃棄物等の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第１１号） 


改正後 現行 


別紙１ 


輸 入 承 認 申 請 理 由 書 


（略） 


（注）用紙の大きさは、Ａ列４番とします。 


別紙１ 


輸 入 承 認 申 請 理 由 書 


（略） 


（注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とします。 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第７０号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「台湾を船積地域とする特定有害廃棄物等の輸入の承認について」（平成１９年３月６


日付け輸入注意事項１９第１２号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「台湾を船積地域とする特定有害廃棄物等の輸入の承認について」の一部改


正について 


 


 


「台湾を船積地域とする特定有害廃棄物等の輸入の承認について」（平成１９年３月６


日付け輸入注意事項１９第１２号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日


から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「台湾を船積地域とする特定有害廃棄物等の輸入の承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「台湾を船積地域とする特定有害廃棄物等の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第１２号） 


改正後 現行 


別紙１ 


輸 入 承 認 申 請 理 由 書 


（略） 


（注）用紙の大きさは、Ａ列４番とします。 


 


別紙２ 


台湾との輸入に係る移動書類（写）届出書 


（略） 


（注）用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


別紙１ 


輸 入 承 認 申 請 理 由 書 


（略） 


（注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とします。 


 


別紙２ 


台湾との輸入に係る移動書類（写）届出書 


（略） 


（注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第７１号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「輸入公表三の規定による確認申請書の取扱い及び記載要領等について」（昭和５６年


１月９日付け輸入注意事項５６第１号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「輸入公表三の規定による確認申請書の取扱い及び記載要領等について」の


一部改正について 


 


 


「輸入公表三の規定による確認申請書の取扱い及び記載要領等について」（昭和５６年


１月９日付け輸入注意事項５６第１号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布


の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「輸入公表三の規定による確認申請書の取扱い及び記載要領等について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「輸入公表三の規定による確認申請書の取扱い及び記載要領等について」（昭和５６年１月９日付け輸入注意事項５６第１号） 


改正後 現行 


１ （略） 


２ 確認申請書の記載要領等 


 （１）～（１０） （略） 


 （１１） 確認申請書の用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


１ （略） 


２ 確認申請書の記載要領等 


 （１）～（１０） （略） 


 （１１） 確認申請書の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第７２号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「めろの事前確認制移行について」（平成１２年４月１７日付け輸入注意事項１２第２


７号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「めろの事前確認制移行について」の一部改正について 


 


 


「めろの事前確認制移行について」（平成１２年４月１７日付け輸入注意事項１２第２


７号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から施行する。  


 


 


 







別紙 


 


「めろの事前確認制移行について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「めろの事前確認制移行について」（平成１２年４月１７日付け輸入注意事項１２第２７号） 


改正後 現行 


［別紙様式］  


めろ漁獲証明等報告書 


（略） 


（注）１・２ （略） 


   ３ 様式はＡ列４番とする。 


［別紙様式］  


めろ漁獲証明等報告書 


（略） 


（注）１・２ （略） 


   ３ 様式は日本工業規格Ａ４とする。 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第７３号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「輸入公表三の７に基づく貨物（種の保存法に係る国内希少野生動植物種）の輸入に関


する確認について」（平成６年３月１日付け輸入注意事項６第２号）の一部を改正する規


程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「輸入公表三の７に基づく貨物（種の保存法に係る国内希少野生動植物種）


の輸入に関する確認について」の一部改正について 


 


 


「輸入公表三の７に基づく貨物（種の保存法に係る国内希少野生動植物種）の輸入に関


する確認について」（平成６年３月１日付け輸入注意事項６第２号）の一部を別紙の新旧対


照表のとおり改正し、公布の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「輸入公表三の７に基づく貨物（種の保存法に係る国内希少野生動植物種）の輸入に関する確認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「輸入公表三の７に基づく貨物（種の保存法に係る国内希少野生動植物種）の輸入に関する確認について」（平成６年３月１日付け輸入注意事項６第２号） 


改正後 現行 


〔別紙様式〕 


輸入公表三の７に基づく貨物（種の保存法に係る国内希少野生動植物


種）の輸入に関する確認申請書 


 


経 済 産 業 大 臣 殿 


（略） 


（注）１ 本申請書の大きさはＡ列４番縦長とすること 


   （略） 


〔別紙様式〕 


輸入公表三の７に基づく貨物（種の保存法に係る国内希少野生動植物


種）の輸入に関する確認申請書 


 


経 済 産 業 大 臣 殿 


（略） 


（注）１ 本申請書の大きさはＡ列４判縦長とすること 


   （略） 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第７４号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「輸入公表三の７に基づく貨物（冷凍のかに）の輸入に関する確認について」（平成２


６年１１月１１日付け輸入注意事項２６第３１号）の一部を改正する規程を次のとおり制


定する。 


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「輸入公表三の７に基づく貨物（冷凍のかに）の輸入に関する確認について」


の一部改正について 


 


 


「輸入公表三の７に基づく貨物（冷凍のかに）の輸入に関する確認について」（平成２６


年１１月１１日付け輸入注意事項２６第３１号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正


し、公布の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「輸入公表三の７に基づく貨物（冷凍のかに）の輸入に関する確認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「輸入公表三の７に基づく貨物（冷凍のかに）の輸入に関する確認について」（平成２６年１１月１１日付け輸入注意事項２６第３１号） 


改正後 現行 


［別紙様式１］ 


輸入公表三の７に基づく貨物（冷凍のかに）の輸入に関する確認申請書 


（略） 


（注）１～６ （略） 


   ７ 様式の大きさは、Ａ列４番とする。 


［別紙様式１］ 


輸入公表三の７に基づく貨物（冷凍のかに）の輸入に関する確認申請書 


（略） 


（注）１～６ （略） 


   ７ 様式の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第７５号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるモントリオール議定書


附属書に掲げる物質（経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するもの


を除く。)の輸入の確認について」（平成１１年７月２１日付け輸入注意事項１１第３７


号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるモントリ


オール議定書附属書に掲げる物質（経済産業大臣の二号承認を受けなければ


ならない者が輸入するものを除く。)の輸入の確認について」の一部改正につ


いて 


 


 


「当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるモントリオール議定書


附属書に掲げる物質（経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入するもの


を除く。)の輸入の確認について」（平成１１年７月２１日付け輸入注意事項１１第３７号）


の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるモントリオール議定書附属書に掲げる物質（経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入す


るものを除く。)の輸入の確認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるモントリオール議定書附属書に掲げる物質（経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入する


ものを除く。)の輸入の確認について」（平成１１年７月２１日付け輸入注意事項１１第３７号） 


改正後 現行 


〔別紙様式第２〕 


当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるモントリオール


議定書附属書に掲げる物質の使用用途証明書 


（略） 


 備  考 


１・２ （略） 


３ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。 


〔別紙様式第２〕 


当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるモントリオール


議定書附属書に掲げる物質の使用用途証明書 


（略） 


 備  考 


１・２ （略） 


３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸入注意事項２０１９第７６号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「試験研究又は分析に用いられる、モントリオール議定書附属書に掲げる物質の輸入の


確認について」（平成７年１１月２４日付け輸入注意事項７第７０号）の一部を改正する


規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「試験研究又は分析に用いられる、モントリオール議定書附属書に掲げる物


質の輸入の確認について」の一部改正について 


 


 


「試験研究又は分析に用いられる、モントリオール議定書附属書に掲げる物質の輸入の


確認について」（平成７年１１月２４日付け輸入注意事項７第７０号）の一部を別紙の新旧


対照表のとおり改正し、公布の日から施行する。  


 


 


 







別紙 


 


「試験研究又は分析に用いられる、モントリオール議定書附属書に掲げる物質の輸入の確認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「試験研究又は分析に用いられる、モントリオール議定書附属書に掲げる物質の輸入の確認について」（平成７年１１月２４日付け輸入注意事項７第７０号） 


改正後 現行 


〔別紙様式第２〕 


試験研究又は分析に用いられるモントリオール議定書附属書に掲げる物 


質の使用用途証明書 


（略） 


 備  考 


１・２ （略） 


３ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。 


〔別紙様式第２〕 


試験研究又は分析に用いられるモントリオール議定書附属書に掲げる物 


質の使用用途証明書 


（略） 


 備  考 


１・２ （略） 


３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 


 








- 1 -


経 済 産 業 省


２０１９０６２４貿局第１号


輸出注意事項２０１９第２７号


経済産業省貿易経済協力局


「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２号・輸


出注意事項６２第１１号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。


令和元年８月９日


経済産業省貿易経済協力局長 保坂 伸


「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正について


「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２号・輸


出注意事項６２第１１号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から施行す


る。
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輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分）


○輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２号・輸出注意事項６２第１１号）


現 行改 正 後


（略） （略）


０ （略） ０ （略）


１ 輸出の許可 １ 輸出の許可


１－０ （略） １－０ （略）


１－１ 輸出の許可 １－１ 輸出の許可


（１）～（６） （略） （１）～（６） （略）


（７） 輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可 （７） 輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可


（イ） 輸出令別表第１の解釈 （イ） 輸出令別表第１の解釈


（略） （略）


輸出令別表第 輸出令別表第輸出令 輸出令


別表第 解 釈 別表第 解 釈１中解釈を要 １中解釈を要


する語 する語１の項 １の項


１ （略） （略） １ （略） （略）


２ （略） （略） ２ （略） （略）


貨物等省令第 国際規格ＩＳＯ１０３６０－２（２０ 貨物等省令第 国際規格ＩＳＯ１０３６０－２（２０


１条第十七号 ０９）（座標測定第２部）（日本産業 １条第十七号 ０９）（座標測定第２部）（日本工業


イ（一）中の 規格Ｂ７４４０－２（２０１３））で イ（一）中の 規格Ｂ７４４０－２（２０１３））で


最大許容長さ 定める測定方法により各軸の測定精度 最大許容長さ 定める測定方法により各軸の測定精度


測定誤差 を測定した場合に、製造者が指定する 測定誤差 を測定した場合に、製造者が指定する


長さ測定誤差の許容量（Eox MPE,Eoy M 長さ測定誤差の許容量（Eox MPE,Eoy M


PE,又はEoz MPE）であって、正又は負 PE,又はEoz MPE）であって、正又は負


の最大偏差で表したものをいう。 の最大偏差で表したものをいう。


貨物等省令第 国際規格ＩＳＯ１０３６０－２（２０ 貨物等省令第 国際規格ＩＳＯ１０３６０－２（２０


１条第十七号 ０９）（座標測定第２部）（日本産業 １条第十七号 ０９）（座標測定第２部）（日本工業
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イ（二）中の 規格Ｂ７４４０－２（２０１３））で イ（二）中の 規格Ｂ７４４０－２（２０１３））で


最大許容長さ 定める測定方法により空間の測定精度 最大許容長さ 定める測定方法により空間の測定精度


測定誤差 を測定した場合に、製造者が指定する 測定誤差 を測定した場合に、製造者が指定する


長さ測定誤差の許容量であって、正又 長さ測定誤差の許容量であって、正又


は負の最大偏差で表したものをいう。 は負の最大偏差で表したものをいう。


製造者が指定した、測定のための最も 製造者が指定した、測定のための最も


正確な条件（最適なプローブ、スタイ 正確な条件（最適なプローブ、スタイ


ラス長さ、動作パラメータ、環境条件 ラス長さ、動作パラメータ、環境条件


等）を用いて、ソフトウェアによる補 等）を用いて、ソフトウェアによる補


正を行った上で設定される、最大許容 正を行った上で設定される、最大許容


長さ測定誤差（Eox MPE）を用いて、測 長さ測定誤差（Eox MPE）を用いて、測


定軸の長さに０．００１２５を乗じて 定軸の長さに０．００１２５を乗じて


得た数値に１．７を加えた数値以下で 得た数値に１．７を加えた数値以下で


あるか否かを判定するものとする。 あるか否かを判定するものとする。


（略） （略） （略） （略）


呼び径が５Ａ 内容物が弁に入る接続端と弁から出る 呼び径が５Ａ 内容物が弁に入る接続端と弁から出る


以上のもの 接続端のいずれか小さい方の接続端の 以上のもの 接続端のいずれか小さい方の接続端の


呼び径の数字（日本産業規格Ｂ２００ 呼び径の数字（日本工業規格Ｂ２００


１号においてＡの符号で表す数字）が １号においてＡの符号で表す数字）が


５以上のもの（呼び径の数字がないも ５以上のもの（呼び径の数字がないも


のにあっては、口径が５ミリメートル のにあっては、口径が５ミリメートル


以上のもの）をいう。 以上のもの）をいう。


（略） （略） （略） （略）


直列インダク 日本産業規格Ｃ５１０１若しくはＩＥ 直列インダク 日本工業規格Ｃ５１０１若しくはＩＥ


タンス Ｃ６１０７１－１で規定された測定方 タンス Ｃ６１０７１－１で規定された測定方


法又はこれらに準じる測定方法により 法又はこれらに準じる測定方法により


測定された値をいう。 測定された値をいう。


（略） （略） （略） （略）


３・３ （略） （略） ３・３ （略） （略）







- 4 -


の２ の２


４ （略） （略） ４ （略） （略）


同等の規格 日本産業規格Ｚ８ 同等の規格 日本工業規格Ｚ８


８２０を含む。 ８２０を含む。


（略） （略） （略） （略）


５ （略） （略） ５ （略） （略）


（略） （略） ６ （略） （略）６


国際規格ＩＳＯ８４１：２００１（日 国際規格ＩＳＯ８４１：２００１（日貨物等省令第 貨物等省令第


本産業規格Ｂ６３１０（２００３）（ 本工業規格Ｂ６３１０（２００３）（５条第二号ハ ５条第二号ハ


産業オートメーションシステム－機械 産業オートメーションシステム－機械（四）中のＺ （四）中のＺ


及び装置の制御－座標系及び運動の記 及び装置の制御－座標系及び運動の記軸又はＷ軸 軸又はＷ軸


号））で定めるＺ軸又はＷ軸 号））で定めるＺ軸又はＷ軸


７～１ （略） （略） ７～１ （略） （略）


５ ５


（ニ） （略） （ニ） （略）（ロ）～ （ロ）～


（８） （略） ８） （略）（


２～１３ （略） ２～１３ （略）


別表第１～別表第７ （略） 別表第１～別表第７ （略）








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の電子申請に使用する「委任用パスワー


ド」の発行依頼の手続について（お知らせ）」（平成２２年２月１６日付け）の一部を改正


する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の電子申請に使用する「委任


用パスワード」の発行依頼の手続について（お知らせ）」の一部改正について  


 


 


「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の電子申請に使用する「委任用パスワー


ド」の発行依頼の手続について（お知らせ）」（平成２２年２月１６日付け）の一部を別紙


の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から施行する。  


 


 


 







別紙 


 


「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の電子申請に使用する「委任用パスワード」の発行依頼の手続について（お知らせ）」の一部を改正する規程新旧対照表（傍


線部分は改正部分） 


 


「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の電子申請に使用する「委任用パスワード」の発行依頼の手続について（お知らせ）」（平成２２年２月１６日付け） 


改正後 現行 


３．依頼に必要な書類等 


  委任用パスワードの発行依頼を行うために必要な書類は（１）～（４）までに 


掲げるものです。 


 （１）～（３） （略） 


 （４）返信用の封筒（簡易書留で郵送するために必要な額に相当する返信用切手 


が貼付され、Ａ列４番の書面を折ることなく入れることのできる封筒に、


発行依頼者（又は委任用パスワード発行依頼書に記載された担当者）の住所


氏名が記載されているものに限る。） 


３．依頼に必要な書類等 


  委任用パスワードの発行依頼を行うために必要な書類は（１）～（４）までに 


掲げるものです。 


 （１）～（３） （略） 


 （４）返信用の封筒（簡易書留で郵送するために必要な額に相当する返信用切手 


が貼付され、日本工業規格Ａ列４番の書面を折ることなく入れることので


きる封筒に、発行依頼者（又は委任用パスワード発行依頼書に記載された担


当者）の住所氏名が記載されているものに限る。） 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸出注意事項２０１９第２２号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について」（平成２３年９月１日付け輸


出注意事項２３第１１号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について」の一部改正につ


いて 


 


 


「絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について」（平成２３年９月１日付け輸


出注意事項２３第１１号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から施行


する。 


 


 


 







別紙 


 


「絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について」（平成２３年９月１日付け輸出注意事項２３第１１号） 


改正後 現行 


別紙様式 


輸出承認申請説明書 


（略） 


（注） １．用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


 ２．・３.（略） 


別紙様式 


輸出承認申請説明書 


（略） 


（注） １．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


 ２．・３.（略）  


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸出注意事項２０１９第２３号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書等の申請手続等について」（昭和


５５年１１月１日付け輸出注意事項５５第１７号）の一部を改正する規程を次のとおり制


定する。 


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書等の申請手続等につ


いて」の一部改正について  


 


 


「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書等の申請手続等について」（昭和


５５年１１月１日付け輸出注意事項５５第１７号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改


正し、公布の日から施行する。  


 


 


 







別紙 


 


「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書等の申請手続等について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書等の申請手続等について」（昭和５５年１１月１日付け輸出注意事項５５第１７号） 


改正後 現行 


別紙様式１－（１） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


 


別紙様式１－（２） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


 


別紙様式１－（３） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


 


別紙様式３ 


（略） 


（注） １ 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


     ２・３ （略） 


別紙様式１－（１） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


 


別紙様式１－（２） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


 


別紙様式１－（３） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


 


別紙様式３ 


（略） 


（注） １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


     ２・３ （略） 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


 


「（お知らせ）輸出貿易管理令に基づく承認を要しない絶滅のおそれのある野生動植物


の種の国際取引に関する条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る輸出許可書等の申


請手続等について」（平成２１年５月２１日付け）の一部を改正する規程を次のとおり制


定する。 


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「（お知らせ）輸出貿易管理令に基づく承認を要しない絶滅のおそれのある


野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書に掲げる種に属する動植物


等に係る輸出許可書等の申請手続等について」の一部改正について 


 


 


「（お知らせ）輸出貿易管理令に基づく承認を要しない絶滅のおそれのある野生動植物


の種の国際取引に関する条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る輸出許可書等の申


請手続等について」（平成２１年５月２１日付け）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正


し、公布の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「（お知らせ）輸出貿易管理令に基づく承認を要しない絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る輸出許可書等


の申請手続等について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「（お知らせ）輸出貿易管理令に基づく承認を要しない絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る輸出許可書等


の申請手続等について」（平成２１年５月２１日付け） 


改正後 現行 


 
Ⅰ 輸出許可書等の申請手続等 
 １ （略） 


 ２ 申請手続 


   （略） 
   （注）１ （略） 
      ２ 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


（略） 


 


別紙様式１－（１） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


 


別紙様式１－（２） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


 


別紙様式１－（３） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


 


 


 


 
Ⅰ 輸出許可書等の申請手続等 
 １ （略） 


 ２ 申請手続 


   （略） 
   （注）１ （略） 
      ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番（Ａ４紙）とする。 


（略） 


 


別紙様式１－（１） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


 


別紙様式１－（２） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


 


別紙様式１－（３） 


（略） 


（注） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


 


 







別紙参考様式 
輸出許可申請説明書 


（略） 


（注） １．用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


    ２.・３.（略） 


別紙参考様式 
輸出許可申請説明書 


（略） 


（注） １．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


    ２.・３.（略） 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸出注意事項２０１９第２４号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「希少野生動植物種の個体等の輸出承認について」（平成５年３月３１日付け輸出注意


事項５第８号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「希少野生動植物種の個体等の輸出承認について」の一部改正について 


 


 


「希少野生動植物種の個体等の輸出承認について」（平成５年３月３１日付け輸出注意


事項５第８号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「希少野生動植物種の個体等の輸出承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「希少野生動植物種の個体等の輸出承認について」（平成５年３月３１日付け輸出注意事項５第８号） 


改正後 現行 


（別紙様式） 


輸出承認申請説明書 


   


（略） 


（注） １．用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


     ２.・３.（略） 


（別紙様式） 


輸出承認申請説明書 


   


（略） 


（注） １．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 


     ２.・３.（略） 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸出注意事項２０１９第２５号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「台湾を仕向地とする特定有害廃棄物等の輸出承認について」（平成１８年３月２７日


付け輸出注意事項１８第９号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「台湾を仕向地とする特定有害廃棄物等の輸出承認について」の一部改正に


ついて 


 


 


「台湾を仕向地とする特定有害廃棄物等の輸出承認について」（平成１８年３月２７日


付け輸出注意事項１８第９号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から


施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「台湾を仕向地とする特定有害廃棄物等の輸出承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「台湾を仕向地とする特定有害廃棄物等の輸出承認について」（平成１８年３月２７日付け輸出注意事項１８第９号） 


改正後 現行 


別紙１ 


（略） 


（注）１．（略） 


２．用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


   ３．（略） 


 


別紙２ 


台湾との輸出に係る移動書類（写）届出書 


（略） 


（注）用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 


別紙１ 


（略） 


（注）１．（略） 


２．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 


   ３．（略） 


 


別紙２ 


台湾との輸出に係る移動書類（写）届出書 


（略） 


（注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 


 








経 済 産 業 省  
 


２０１９０６２４貿局第１号 


輸出注意事項２０１９第２１号  


輸入注意事項２０１９第５８号 


経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局  


 


「電子許可・承認・確認に係る貨物の税関への輸出入申請に当たっての裏書情報の記録


等について」（平成１４年１１月５日付け輸出注意事項１４第４４号・輸入注意事項１４


第４５号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  


 


令和元年８月９日 


 


 


経済産業省貿易経済協力局長  保坂 伸 


 


 


 


「電子許可・承認・確認に係る貨物の税関への輸出入申請に当たっての裏書


情報の記録等について」の一部改正について 


 


 


「電子許可・承認・確認に係る貨物の税関への輸出入申請に当たっての裏書情報の記録


等について」（平成１４年１１月５日付け輸出注意事項１４第４４号・輸入注意事項１４第


４５号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、公布の日から施行する。 


 


 


 







別紙 


 


「電子許可・承認・確認に係る貨物の税関への輸出入申請に当たっての裏書情報の記録等について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 


 


「電子許可・承認・確認に係る貨物の税関への輸出入申請に当たっての裏書情報の記録等について」（平成１４年１１月５日付け輸出注意事項１４第４４号・輸入注意事項


１４第４５号） 


改正後 現行 


別表第２ 


裏書情報事後訂正（変更）願 


（略） 


 注 用紙の大きさは、Ａ列４番とします。   


別表第２ 


裏書情報事後訂正（変更）願 


（略） 


 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。   


 





